
（様式①）

[こども青少年局] ６款３項６目 児童相談所費 （単位：千円）

総額 一財+市債 総額 一財+市債 総額 一財+市債

167 児童相談所管理運営費 425,074 418,767 391,306 386,011 33,768 32,756 ○

168
在宅障害児短期入所事
業事務費

11,553 11,524 11,655 11,626 ▲ 102 ▲ 102

169 一時保護事業 1,262,863 741,537 1,154,515 822,994 108,348 ▲ 81,457 ○

170
施設児童対策フレンド
ホーム事業

1,048 1,048 800 800 248 248

171
在宅指導児童健全育成
事業

2,972 2,946 2,972 2,946 0 0

172 児童虐待防止対策事業 311,004 171,304 303,030 159,404 7,974 11,900 ○

173
ひきこもり不登校児童
支援事業費

1,146 1,018 1,146 942 0 76

174 電話児童相談事業 7,891 7,871 8,103 8,083 ▲ 212 ▲ 212

175
児童虐待相談進行管理
システム事業

15,413 13,413 13,421 11,421 1,992 1,992 ○

176

児童福祉施設等におけ
る感染症拡大防止対策
事業

4,800 2,400 4,800 2,400 0 0

計 2,043,764 1,371,828 1,891,748 1,406,627 152,016 ▲ 34,799

事　業　計　画　書　目　次

新
規
・
拡
充

計画
書頁 事　　業　　名

令和４年度 令和３年度 増△減（４－３）
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

②

③

④

係

診断指導業務
単位

件

本資料は、公正・適正に作成しました。 深見　和夫 足立　篤彦 夫馬　倫子

124,540 20,842
職員増員による経費の増
及びサテライト設置によ
る増

西部児相管理運営費

事業スケジュール

昭和31年度：中央児童相談所　設置
昭和49年度：南部児童相談所　設置
平成７年度：北部児童相談所　設置
平成19年度：西部児童相談所　設置

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

中央児相管理運営費

課長 係長 中央児童相談所庶務

細事業合計 425,074 391,306 33,768

145,382

南部児相管理運営費 72,794 67,808 4,986 職員増員による経費の増

実績 20,294 18,509

154,380 149,747 4,633
職員増員による経費の増
及び再整備完了にともな
う設備増

目標 － － － － － － －

実績 21,414 20,784

新規相談
受付件数

単位

件

事業目的・効果
(必要性)

　児童福祉法に定められた機関であり、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ－ズ、
子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に適切な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権
利を擁護します。
　また、児童虐待対応だけでなく、その他の養護相談、育成相談、非行相談、障害相談等さまざまな相談支援を実施し、在宅支援から
一時保護、自立支援までの総合的な対策を推進します。

業務内容
(1) 児童に関する諸般の問題につき、家庭その他から相談を受けます。
(2) 児童及び家庭に必要な調査、指導並びに医学的、教育学的、精神衛生上の判定を行います。
(3) 上記の調査又は判定により、必要な指導を行います。
(4) 上記業務を適切に運営するため施設の維持、環境整備を行います。

　施設運営及び施設管理・保全を適切に実施することで、相談・支援部門の業務が円滑に遂行され、市民サービスが安定的に提供でき
ます。

根拠・データ等

※実績データ
〈新規相談受付件数>平成29年度 17,588件、平成30年度 19,189件、令和元年度 20,294件、令和２年度 18,509件
〈相談指導業務〉平成29年度  265,407件、平成30年度 279,430件、令和元年度 301,010件、令和２年度 327,985件
〈診断指導業務〉平成29年度  20,315件、平成30年度 20,701件、令和元年度 21,414件、令和２年度 20,784件

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

事業概要 児童を取り巻く諸問題に対し的確に対応するため、児童相談所を設置し、管理運営を行います。

事業開始年度 昭和31年度

根拠法令・方針決裁等 児童福祉法第１２条

決
算

311,670 329,493 388,075

306,958 322,958 378,396

425,074

244,325 276,807 365,588 418,767 418,767 418,767
予
算

249,726 281,851 372,288 425,074 425,074

0 32,756

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 33,768 387 0 625 0

0
令和３年度 391,306 2,880 2,415 386,011

単独事業

0 418,767
補助事業 0

令和４年度 425,074 3,267 0 3,040

区　分 金　額 国 県 その他 市債 一般財源

6

事業名称 児童相談所管理運営費

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

実績 301,010 327,985

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年局 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 ■ 拡充 事業評価書番号 6-3-6 2

事業区分

歳出予算科目 6 3

相談指導業務
単位

件

北部児相管理運営費 52,518 49,211 3,307
職員増員による経費の増
及び執務室増設工事によ
る増

目標 － － － － － － －
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位 目標 － － － － － － －

実績 － －

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3 6

事業名称 在宅障害児短期入所事業事務費

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

0 11,524
補助事業 0

令和４年度 11,553 0 0 29

0
令和３年度 11,655 29 11,626

単独事業

0 △ 102

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 △ 102 0 0 0 0

11,553

9,913 9,312 10,516 11,524 11,524 11,524
予
算

9,937 9,336 10,543 11,553 11,553

事業概要 在宅障害児短期入所事業（健康福祉局事業）の執行における、児童相談所での受付業務に必要な事務費

事業開始年度 昭和48（1973年）年度

根拠法令・方針決裁等 障害者総合支援法、児童福祉法、横浜市児童相談所長委任規則第１項～29項

決
算

6,798 8,845 12,677

6,792 8,832 12,665

－
単位

人

事業目的・効果
(必要性)

【事業内容】
　社会福祉職会計年度任用職員（日額）の雇用。

・こども医療センタ―重症心身障害児施設・短期入所に係る受付事務、調査事務、統計事務等
・重症心身障害児施設ミドルスティ利用調整、障害児入所施設の給付決定、措置事務

【事業効果】
　上記事務を専任の職員が実施することで、事務処理の迅速化、正確性、効率化の向上が期待できる。

根拠・データ等

<障害相談受付件数〉※実績データ
　平成29年度　7,278件
　平成30年度　7,435件
　令和元年度　8,039件
　令和２年度　7,396件

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

実績 － －

目標 － － － － － － －

実績 － －

11,553

課長 係長 中央児童相談所庶務

細事業合計 11,553 11,655 ▲ 102

－
単位

本資料は、公正・適正に作成しました。 深見　和夫 足立　篤彦 藤渕　孔明

11,655 ▲ 102 勤務日数の減

事業スケジュール

昭和48（1973）年度　（旧在宅障害児緊急一時保護事業）
平成15（2003）年度　支援費制度以降）
平成18（2006）年度　障害者自立支援法施行
平成20（2008）年度　こども青少年局中央児童相談所から在宅障害児緊急一時保護事業が健康福祉局障害支援課に事務移管
平成22（2010）年度　健康福祉局障害支援課から在宅障害児短期入所事業がこども青少年局中央児童相談所に移管
平成24（2012）年度　障害児に係る児童福祉法の規定が見直しがされ、重症心身障害児の施設入所の支給決定、年度更新は区が実施
平成25（2013）年度　通園の支給決定、訓練介助器具購入費の助成申請受付、障害者総合支援法の短期入所。日中一次支援の支給決定
事務を区に移管。

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

在宅障害児短期入所事業事務費
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

②

③

④

係

延べ日数
単位

日

北部一時保護事業費 208,310 222,119 ▲ 13,809
給食業務委託費を中央児相に付
け替えたことによる減、会計年
度任用職員増員による増

目標 ― ― ― ― ― ― ―

実績 64,995 63,446

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 ■ 拡充 事業評価書番号 6-3-6 3

事業区分

歳出予算科目 6 3 6

事業名称 一時保護事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

0 741,537
補助事業 0

令和４年度 1,262,863 512,082 0 9,244

0
令和３年度 1,154,515 320,194 0 11,327 822,994

単独事業

0 △ 81,457

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 108,348 191,888 0 △ 2,083 0

1,381,379
609,220 631,486 717,920 811,128 811,128 811,128

予
算

855,350 877,929 988,014 1,381,379 1,381,379

事業概要 　要保護児童に対し、緊急保護・行動観察・短期治療・施設入所準備のために一時保護を実施します。

事業開始年度 昭和３１年度

根拠法令・方針決裁等 　児童福祉法第11条第１項第２号ホ、第12条の４、第33条、第50条第８号、第53条。児童福祉法施行規則第35条

決
算

913,392 1,053,895 1,088,258
628,469 680,942 351,241

一時保護件数
単位

件

事業目的・効果
(必要性)

【事業目的】
　児童福祉法33条の規定に基づき児童相談所長が必要と認めるとき、児童を一時保護所又は警察署、児童福祉施設等に一時保護しま
す。一時保護は、要保護児童に対し、緊急保護・行動観察・短期治療・施設入所準備のため実施します。

【事業内容】
　一時保護所（中央46人、西部35人+自立支援10人、南部45人、北部30人）では主に、生活習慣、日常作業学習等の指導を行うととも
に、適切な施設の選定等のために行動観察や家庭復帰に向けた支援を行います。また、乳児は乳児院に委託し、児童によっては障害児
施設等の児童福祉施設や里親及び病院に一時保護委託します。

【効果】
　保護児童を適切に一時保護し、処遇改善に向けた施設管理や日常生活を行うことで、保護児童の安全安心を確保します。

根拠・データ等

【職員体制】　児童定員：中央46名・西部35名+10人・南部45名・北部30名
　中央児相：係長３人、児童指導員６人、保育士21人、保健師２人、会計年度30人+夜間7枠
　西部児相：係長１人、児童指導員５人、保育士17人+2、会計年度24人+1+夜間3枠
　西部自立支援：課長１人、係長１人、児童指導員５人、保育士３人、会計年度6人+1+夜間2枠
　南部児相：課長１人、係長１人、児童指導員６人、保育士20人、保健師看護師２人、再任用職員１人、

会計年度25人+1+夜間3枠
　北部児相：課長１人、係長１人、児童指導員５人、保育士17人、保健師１人、会計年度30人+1+夜間3枠

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 ― ― ― ― ― ― ―

実績 1,537 1,443

228,689 177,213 51,476
給食業務委託費の新設による経
費の増、自立支援部門の移転に
伴う職員増

目標 ― ― ― ― ― ― ―

実績 ― ―

605,852

南部一時保護事業費 220,012 229,472 ▲ 9,460
給食業務委託費を中央児相に付
け替えたことによる減、会計年
度任用職員増員による増

課長 係長 西部児童相談所相談調整

細事業合計 1,262,863 1,154,515 108,348

―
単位

日

本資料は、公正・適正に作成しました。 川尻　基晴 梅澤　伸宏 佐瀬　鉄矢

525,711 80,141
給食委託費及び扶助費の
増、自立支援部門の西部
移転に伴う職員減

西部一時保護事業費

事業スケジュール

【事業開始年度】
　昭和３１年11月　中央児童相談所一時保護所設置
　平成１９年３月　南部児童相談所一時保護所設置
　平成１９年６月　西部児童相談所一時保護所設置
　平成２５年９月　北部児童相談所一時保護所設置

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

中央一時保護事業費
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

委託日数
単位

日

目標 440 340 340 450 450 450 450

実績 540 190

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3 6

事業名称 施設児童対策フレンドホーム事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

0 1,048
補助事業 0

令和４年度 1,048 0 0 0

0
令和３年度 800 0 0 0 0 800

単独事業

0 248

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 248 0 0 0 0

1,048

1,016 1,026 800 1,048 1,048 1,048
予
算

1,016 1,026 800 1,048 1,048

事業概要
児童福祉施設に措置されている児童及び児童相談所に一時保護されている児童を、フレンドホームに一時的な養育を依頼することで、
家庭的雰囲気を体験させ、児童の福祉を増進する。

事業開始年度 昭和46（1971）年度

根拠法令・方針決裁等 横浜市フレンドホーム事業実施要綱

決
算

1,072 924 421

1,072 924 421

委託児童数
単位

人

事業目的・効果
(必要性)

【事業目的】
　児童福祉施設に措置されている児童及び児童相談所で一時保護されている児童等を、フレンドホームに一時的な養育を依頼し、家庭
的な雰囲気を体験させることにより、児童の情緒安定化を図り社会適応性を養います。

【効果】
　家庭（家族）体験を通じ、児童自身が見守ってくれる人との接点を広げられるようになります。

根拠・データ等
〈委託日数〉※実績データ
　平成29年度 575日、平成30年度 605日、令和元年度 540日、令和２年度 190日

※令和２年度はコロナにより実績減。

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 44 34 34 45 45 45 45

実績 45 35

目標 － － － － － － －

実績 － －

1,048

課長 係長 中央児童相談所庶務

細事業合計 1,048 800 248

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 深見　和夫 足立　篤彦 藤渕　孔明

800 248
委託児童数の増に伴う報
酬額の増

事業スケジュール
昭和46年度　事業開始
令和３年度まで継続して事業実施
令和４年度以降も継続して実施予定

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

施設児童対策フレンドホーム事業
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 原　彰彦 中川　勝彦 齊藤　光貴

2,972 0 前年同額

事業スケジュール

１　春季野外指導（５月～６月）
２　夏季宿泊指導（７月～８月）
３　秋季野外指導（９月～11月）
４　通所指導及び屋外活動等（通年）

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

在宅指導児童健全育成事業

課長 係長 南部児童相談所相談調整

細事業合計 2,972 2,972 0

2,972

実績 8 0

目標 － － － － － － －

実績 － －

野外指導
単位

回

事業目的・効果
(必要性)

１　実施内容・目的
(1)春季野外指導…対象児童及び家族との関係づくり、行動観察、親子関係の改善と夏季宿泊指導への動機づけなどを

目的とします。
(2)夏季宿泊指導…継続指導児の中から宿泊指導効果があると思われる児童を選び、夏休みを利用して宿泊での指導を

行います。
(3)秋季野外指導…これまでの参加児童との援助関係を深め、新たな継続指導児の参加を促し、行動観察を行い在宅に

おける指導の効果を高めることを目的とします。
(4)通所指導…夏休み、冬休み、春休みの長期休暇等を利用して個別、もしくは集団指導を行います。内容は、調理実

習や創作活動を中心とします。
２　期待される効果
　　集団での活動を通じ児童の特性を把握することで保護者に対しその児童に即した養育の助言が可能になります。
　また、活動を通じて保護者との関係が構築され、援助関係が深まることで養育状況の改善に良い影響を及ぼすことが
　期待できます。

根拠・データ等
野外指導および宿泊指導については、各所年３～４回程度実施見込み。（令和２年度は、感染症拡大防止のため、野外活動・集団指導
を中止）

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 12 12 12 12 12 12 12

事業概要
児童相談所の支援係で在宅指導中の児童を対象に、社会生活技術・対人スキルの向上を目的として、レクリエーション活動を行いま
す。

事業開始年度 昭和31年度

根拠法令・方針決裁等 児童福祉法 第12条、児童相談所運営指針第４章第２節、児童権利宣言第７条、児童の権利に関する条約第31条

決
算

2,426 2,794 4

2,423 2,747 4

2,972

2,789 2,949 2,949 2,946 2,946 2,946
予
算

2,789 2,975 2,972 2,972 2,972

0 0

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 0 0 0 0 0

0
令和３年度 2,972 0 0 26 0 2,946

単独事業

0 2,946
補助事業 0

令和４年度 2,972 0 0 26

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

6

事業名称 在宅指導児童健全育成事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

実績 4 0

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3

夏季
宿泊指導

単位

回

目標 4 4 4 4 4 4 4
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

係

5,327 985
実績反映による対象人数
の増

児童虐待防止対
策事業

（夜間など対応
件数）

単位

件

被虐待児支援強化事業 8,959 8,866 93 研修費の増

法的対応機能強化事業 14,073 12,203 1,870 弁護士1名雇用による増

目標 21,100 21,500 22,000 25,000 25,500 26,000 26,500

実績 21,751 19,566

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 ■ 拡充 事業評価書番号 6-3-6 1

事業区分

歳出予算科目 6 3 6

事業名称 児童虐待防止対策事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

0 171,304
補助事業 0

令和４年度 311,004 111,093 28,061 546

0
令和３年度 303,030 116,880 26,196 550 159,404

単独事業

0 11,900

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 7,974 △ 5,787 1,865 △ 4 0

311,004
114,289 116,003 148,843 171,304 171,304 171,304

予
算

230,351 243,904 272,543 311,004 311,004

事業概要
児童虐待における要保護児童等の増加及び深刻化に対応するため、児童虐待の適切な通告受理および迅速な対応を図ります。また、関係
機関との連携を促進し、児童虐待の未然防止および重篤化の防止と子ども・家族を中心とした当事者への支援を推進します。

事業開始年度 昭和31年度

根拠法令・方針決裁等 児童福祉法、児童虐待防止法

決
算

221,989 225,734 261,930
106,788 108,110 130,502

児童虐待対応件
数

単位

件

事業目的・効果
(必要性)

　全国的に児童相談所の虐待対応件数は急増しており、本市においても、虐待対応件数は令和元年度7051件、令和2年度8853件と増加して
おり、重篤事例も連続して発生しています。
　平成30年７月の児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議においても、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が発され、増
加する児童虐待に対応し、子どもの命が失われることのないよう関係機関が一体となって対策に取り組む事などが示され、その後、法改
正等により児童福祉司、児童心理司の増員等、人員体制の強化が行われてきたところです。
　児童虐待への適切な対応には人的配備だけでなく、研修やOJTを含めた専門的な知識・技術の習得のための人材育成体制整備と当事者の
ケアやサービスの充実が不可欠です。

根拠・データ等

〇　児童福祉法、児童虐待防止法
〇　児童虐待対応件数　平成30年　6043件、令和元年　7051件、令和２年度　8853件
〇　児童福祉司数　令和元年度　132人　令和２年度　182人　令和３年度　192人
〇　児童相談所運営指針、厚生労働省「児童虐待防止対策支援事業」

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

実績 7,051 8,853

1,505 1,505 0 前年度同額

目標 － － － － － － －

実績 － －

1,540

医療的機能強化事業 1,123 1,123 0 前年度同額

広報啓発事業

児童虐待初期対応事業 151,499 149,765 1,734

里親支援事業 20,278 20,099 179
賠償責任保険の加入によ
る増

職員増によるタブレット
リース代の増

養育支援家庭訪問事業 105,415 101,902 3,513 ヘルパー派遣件数の増

未成年後見人支援事業 6,312

課長 係長 虐待対応・地域連携課

300 700 ▲ 400
印刷方法・印刷部数の見
直し、新規デザイン委託
の減

細事業合計 311,004 303,030 7,974

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 深海　淳一郎 星澤　宏樹 伊藤　剛

1,540 0 前年度同額

家族療法

事業スケジュール

・昭和３１年度　児童相談所設置
・平成６年度　　嘱託弁護士　委嘱開始
・平成１３年度　よこはま子ども虐待ホットライン開設
・平成１９年度　養育支援家庭訪問員配置
・平成２２年度　虐待対応専門員配置

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

カウンセリング強化事業
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 開地　秀明 金子　隆行 王尾　桃子

1,146 0 前年同額

事業スケジュール
平成７（1995）年度　事業開始
令和３（2021）年度まで継続して実施
令和４ (2022）年度以降も継続して実施予定

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

ひきこもり不登校児童支援事業費

課長 係長 北部児童相談所相談調整

細事業合計 1,146 1,146 0

1,146

実績 116 66

目標 － － － － － － －

実績 － －

通所指導件数
（個別指導）

単位

件

事業目的・効果
(必要性)

近年子どもや家庭を取り巻く環境の変化により、ひきこもり・不登校など子どもの問題が複雑、深刻化しています。
通所指導の機会を通じて、子どもと家族のアセスメント及び治療的な関わりを実施し、日常生活や、集団生活での適応を促進します。
また、ひきこもり・不登校児及びその家族に対して、個別の検査、カウンセリングを通して支援していきます。

根拠・データ等

<個別心理事業統計等〉※実績データ
　通所指導事業（個別指導・集団指導）
　　平成29年度　実施日数48日、実人数10人
　　平成30年度　実施日数72日、実人数14人
　　令和元年度　実施日数190日、実人数55人
　　令和２年度　実施日数66日、実人数12人

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

事業概要 個別指導及び集団指導を通して、ひきこもり・不登校等に悩む児童、家族を支援します。

事業開始年度 平成７年度

根拠法令・方針決裁等
平成17年３月28日雇児発0328006号厚生省・児童家庭局長通知の別紙「引きこもり・不登校児童福祉対策事業実施要綱」、児童虐待・Ｄ
Ｖ対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱

決
算

2,207 2,524 2,189

2,118 2,412 2,049

1,146

1,038 1,038 810 1,018 1,018 1,018
予
算

1,374 1,374 1,146 1,146 1,146

0 76

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 0 △ 76 0 0 0

0
令和３年度 1,146 204 0 0 0 942

単独事業

0 1,018
補助事業 0

令和４年度 1,146 128 0 0

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

6

事業名称 ひきこもり不登校児童支援事業費

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

実績 － －

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3

－
単位

－

目標 － － － － － － －

一般 会計
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 深見　和夫 足立　篤彦 藤渕　孔明

8,103 ▲ 212
職員の入れ替わりによる
人件費の減

事業スケジュール
昭和60（1985）年度　事業開始
令和３（2021）年度まで継続して実施
令和４ (2022）年度以降も継続して実施予定

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

電話児童相談事業

課長 係長 中央児童相談所庶務

細事業合計 7,891 8,103 ▲ 212

7,891

実績 2,618 1,788

目標 － － － － － － －

実績 － －

相談件数
単位

件

事業目的・効果
(必要性)

【事業目的】
　児童を取り巻く環境が大きく変化し、児童問題が複雑化していく中で、電話での相談で匿名性を担保しつつ、児童の育成、相談者の
負担の軽減を図る。

【事業内容】
・電話相談員（会計年度任用職員）　２名
・受付時間　月曜～土曜（祝日・休日・年末年始を除く）

【期待される効果】
　相談内容に対する傾聴や適切な回答をすることによる相談者の不安解消、問題の解決

根拠・データ等

〈相談件数〉※実績データ
　平成29年度　3,374件
　平成30年度　3,109件
　令和元年度　2,618件
　令和２年度　1,788件

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

事業概要 18歳未満の子どもに関する様々な相談に対して、専任の相談員が応じる電話相談を実施。

事業開始年度 昭和60（1985）年度

根拠法令・方針決裁等 電話児童相談業務実施要綱

決
算

7,992 7,972 6,687

7,972 7,962 6,670

7,891

7,962 7,962 7,962 7,871 7,871 7,871
予
算

7,982 7,982 7,982 7,891 7,891

0 △ 212

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 △ 212 0 0 0 0

0
令和３年度 8,103 0 0 20 0 8,083

単独事業

0 7,871
補助事業 0

令和４年度 7,891 0 0 20

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

6

事業名称 電話児童相談事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

実績 － －

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3

－
単位

－

目標 － － － － － － －
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位

－

目標 － － － － － － －

実績 － －

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 ■ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3 6

事業名称 児童虐待相談進行管理システム事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

0 13,413
補助事業 0

令和４年度 15,413 1,000 1,000 0

0
令和３年度 13,421 1,000 1,000 0 0 11,421

単独事業

0 1,992

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 1,992 0 0 0 0

20,049
3,343 8,945 12,830 15,125 16,587 18,049

予
算

5,343 10,945 14,830 17,125 18,587

事業概要
児童相談所における相談受理から支援経過の情報をデータ化し、組織的に共有することにより、的確な進行管理を行い、支援の見落とし等の事故を防止
するとともに、データを会議資料として活用することで方針決定の迅速化と、事務作業の軽減を図る。

事業開始年度 平成23年度

根拠法令・方針決裁等 児童福祉法第12条・児童相談所運営指針

決
算

6,265 7,334 14,991
4,199 5,269 12,991

虐待対応件数
単位

件

事業目的・効果
(必要性)

【事業目的】
　児童虐待に関する相談・通告件数及び児童虐待相談に係る対応件数は年々増加しており、システムを用いて組織としての管理をすることが重要であ
る。
　また、児童虐待を含めた児童相談所への新規相談への対応件数は、依然として多いため、システムによる管理を行い、事故の未然防止及び適切な進行
管理を図る。

【効果】
　支援の見落とし等の事故を防止するとともに、データを会議資料として活用することで、方針決定の迅速化と、事務作業の効率化を図る等、的確な進
行管理を行える。

根拠・データ等

<虐待対応件数>※実績データ
　平成29年度　4,825件
　平成30年度　6,403件
　令和元年度　7,051件
　令和２年度　8,853件

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － － － － － －

実績 7,051 8,853

目標 － － － － － － －

実績 － －

15,413

課長 係長 中央児童相談所虐待対応・地域連携課

細事業合計 15,413 13,421 1,992

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 深海　淳一郎 星澤　宏樹 伊藤　剛

13,421 1,992
職員増に伴う新規リース台数
の増（46台）

事業スケジュール

平成20年度　　検討・他都市調査
平成21年度　　進行管理サポートシステム開発・機器調達、試行運用
平成22年度　　進行管理サポートシステム稼働、システム改修等
平成23年度　　福祉保健システムとの統合、事業開始
平成24年度～令和元年度　福祉保健システムの改修
令和４年度～　情報共有システムとの連携

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

児童虐待相談進行管理システム事業
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(様式②-1）

局 課

□ 施設等整備費 ■ その他

款 項 目

（単位：千円）

事業費

市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源

（単位：千円）

①

係

－
単位

－

本資料は、公正・適正に作成しました。 深見　和夫 足立　篤彦 夫馬　倫子

4,800 0 前年同額

事業スケジュール 通年実施

細事業
（事業内訳）

細事業名称 ４年度 ３年度 差引（増減） 増減説明

児童相談所（一時保護所含む）

課長 係長 中央児童相談所庶務

細事業合計 4,800 4,800 0

4,800

実績 － －

目標 － － － － － － －

実績 － －

対象施設数
単位

数

事業目的・効果
(必要性)

　児童福祉施設等における感染拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入等を行うととも
に、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費を執行することにより、児童福祉施設等にお
ける継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることができます。

根拠・データ等
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」（令和２年３月７日厚生労働省事務連絡）
「入所型児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症に関する対策の手引きについて」（令和３年３月31日厚生労働省子ども家庭
局家庭福祉課長通知）

事業指標 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

目標 － － 8 8 8 8 8

事業概要
　児童福祉施設等は感染症のリスクが継続する中で、適切な防止対策を行った上で事業を継続することが求められることから、感染防
止に資する備品購入等に対する経費に加えて、施設職員が感染症対策の徹底を図りながら施設運営できるよう必要な経費を執行しま
す。

事業開始年度 令和３年度

根拠法令・方針決裁等

決
算

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0
予
算

0 0 0 0 0

0 0

歳出 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

増△減 0 0 0 0 0

0
令和３年度 4,800 2,400 0 0 0 2,400

単独事業

0 2,400
補助事業 0

令和４年度 4,800 2,400 0 0

区　分 金　額 国 県 諸収入 市債 一般財源

6

事業名称 児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業

財　源　内　訳 一 般 財 源 等

会計一般

実績 － －

令和　４年度　事業計画書

事業局課 こども青少年 中央児童相談所
新規拡充 □ 新規 □ 拡充 事業評価書番号 -

事業区分

歳出予算科目 6 3

－
単位

－

目標 － － － － － － －
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